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●● 平成２１年分の確定申告書の提出及び納税の期限は、
　所得税及び贈与税　��������
　個人事業者の消費税及び地方消費税　��������
　までです。
●● 税務署では「申告書はご自分で書いて提出はお早
めに」をキャッチフレーズに確定申告書の自書申
告と早期提出をお願いしています。３月に入りま
すと、税務署は大変混雑し、長時間お待ちいただ
くことがあります。早めの申告にご協力ください。
申告書は郵送等でも提出出来ます。
●● 今年の確定申告期間中は、月曜～金曜日以外でも、
２月２１日・２８日の日曜日に限り、税務署において、
確定申告書作成のアドバイス・申告書用紙の配布
及び申告書の受付などを行います（電話での相談
は行っていません）。この２日間は大変混雑が予
想されますので、あらかじめご了承ください。
　　なお、当日は国税の領収及び納税証明書の発行
は行っておりません。納付は、口座振替または
ｅ－Ｔａｘ（電子納税）をご利用ください。また、
納付書で納付される場合は、ご自分で納付書に金
額などを記入し、お近くの金融機関で必ず納期限
までに納付してください。
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　国税の申告や納税が、税務署に出かけなくても、
自宅やオフィスで出来る便利でうれしいサービスで

す。平成２１年分の所得税の確定申告をｅ－Ｔａｘで
申告すると、次のメリットがあります。①国税庁ホ
ームページ内の「確定申告書等作成コーナー」で作
成した申告書（贈与税は除く）を直接送信（提出）
することが出来ます。②本人の電子証明書を添付し
て申告すると、最高で５，０００円の税額控除を受けるこ
とが出来ます（平成１９年分または２０年分で本控除の
適用を受けた方は受けられません）。③源泉徴収票
や医療費控除の領収書などは、その記載内容を入力
して送信することにより、提出または提示を省略す
ることが出来ます（確定申告期限から３年間、書類
の提出または提示を求められることがあります）。
④ｅ－Ｔａｘで申告された還付申告は早期処理して
います（３週間程度に短縮）。詳しくは、国税庁ホ
ームページ（www.nta.go.jp）でご確認ください。
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●● 所得税、個人事業者の消費税及び地方消費税の納
税には、振替納税をご利用ください。振替納税の
手続きは、税務署や金融機関に備え付けてありま
す「口座振替依頼書」用紙に、必要事項を記載し
て税務署に持参または郵送してください。新規に
振替納税を利用する方は、所得税は３月１５日（月）ま
で、個人事業者の消費税及び地方消費税は３月３１
日（水）までに手続してください。
●● 平成２１年の確定申告分の振替納付日は、次のとお
りです。

　所得税　��������
　個人事業者の消費税及び地方消費税　��������
※振替日の前日までに、あらかじめご指定口座の預
貯金残高をご確認ください。
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　還付される税金があるときは、確定申告書の「還
付される税金の受取場所」に、振込先金融機関名、
預貯金の種別及び口座番号（ゆうちょ銀行の場合は、
記号番号のみ）を正確に書いてください。なお、振
込先の預貯金口座は、ご本人（申告者）名義のもの
に限ります。
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▽対象＝年金受給者

▽日時＝２月１２日（金）
　　　　午前９時３０分～１１時、午後１時～３時

▽会場＝市民会館展示室

▽定員＝午前・午後合わせて先着２００人

▽持ち物＝年金の源泉徴収票、保険料控除証明書な
ど、筆記用具、電卓、印鑑
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������「よ～いドン！」
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������「もっと♪」

������「ほのぼの姉妹」

������「ファミリー !!」

������「絵本大好き」
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「お父さん、やったね！」
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「大騒ぎの三姉妹

　　　　　　　末娘の初節句」
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「父ちゃんの上でブリッジ！」
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「お母さんのお手伝い」

������「なかよしぃ～」
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「お面なしでも鬼の形相 !?」

������「仲良し親子」
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「赤ちゃん可愛いね」
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「お風呂大好き！」

������「波と鬼ごっこ」
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　市では、日野市青少年問題協議会（第２３期）の提言で、毎月
第３日曜日を「家族ふれ愛の日」としたのを受け、キャンペー
ン活動として１０月に家族のふれあいの良さを伝えてくれる写真
を募集しました。
　応募作品３８点の中から以下のとおり入賞作品１５点が決定しま
した。また、家族ふれ愛大賞・家族ふれ愛賞受賞作品は今後作
成する啓発ポスターに使用します。 子育て課問合せ先
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日野税務署
個人課税第１部門（�５８５－５６６１）
音声案内で「２」を選択してください。


